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消費者通信
【第２号】

私たちの生活にひそむ身近な消費者トラブルや製品情報について、
定期的に情報発信していきます。

こんなハガキやメールは無視！
　最近、メールやハガキで、利用した覚えのない料金を請求される「架空請求」が増えています。
　▪「有料動画閲覧履歴がある。本日中に連絡がない場合は法的な手続きを取る。」という内容のメール
　▪「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキ
※ 連絡すると、電話番号などの個人情報が知られ、お金を要求される恐れがあります。絶対に連絡しないで無視しましょう。

「ひとりで判断しない」
「脅しに屈しない」

《トラブル回避のための心の準備》

★迷ったら、家族や友人、公的機関などに相談する習慣をつけましょう。

★弱みや不安につけ入り勧誘されることがあります。真に受けてはいけません。

■問合せ　福井県消費生活センター　℡ 0776－22－1102　　総務課　☎ 47－8000
　困ったときは、福井県消費生活センターあるいは役場総務課にご連絡ください。

有料動画の未納料金が
発生しています。
本日中に連絡なき場合、
法的手続きに移行しま
す。
○○㈱ 受付センター
03-000-0000

総合消費料金に関する
訴訟最終告知のお知らせ

この度、契約不履行による民事
訴訟として、訴状が提出されま
したことをご通知いたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
裁判取り下げなどのご相談に
関しましては当局にて受け賜わ
っておりますので、職員までお
問い合わせください。

法務省管轄支局  民事訴訟○○センター
取り下げ等のお問い合わせ窓口
03-000-0000

メールの例
架空請求
ハガキの例

【大正の町屋建築「旧齋藤家」が生まれ変わりました】
　今庄宿プロジェクト事業の取組みの一つである空き家を壊さない活用の促進において、今
庄宿のまちなみを形成する代表的で重要な上級町屋の「齋藤家」の活用があります。
　当事業により齋藤家の保存活動は加速化し、平成 28年度に町が建物所有者から土地建物
を取得、平成 29年度に工事改修が行われ、この度完成しました。
　今後は、旧齋藤家を保存するために設立された「（一社）旅の宿 今庄 夢乃舎」が運営管理を
行い、団体、事業者との連携を通じ、観光消費額の増加につなげ、地域に根ざしたまちづく
りを実現させることで、これからも今庄宿のまちなみの中に残り続けます。

■問合せ　観光まちづくり課　☎ 47－8013 きとっけ今庄 今庄宿プロジェクト 検索

　今庄宿の南端に建てられていた街道塚で、文政 13年（1830）に笏谷石で建てられました。
この道しるべは、道の方向を示すもので、街道の分岐点（追

おいわけ

分）に置かれました。この今庄宿に置かれ
た道しるべは、塚の頭部に火袋が設けられており珍しく、２つの方向を示しています。
①「右 京・つるが　王

わ か さ

可佐　道」　　②「左 京・いせ・江戸　道」
と彫られています。当時の人々は、この道しるべでそれぞれの歩みを確認して旅を続けました。
　現在は当時あった場所の程近くに保存されています。

“今庄宿”豆知識　その 16  「文政の道しるべ」


